
令和８年度高知県高度外国人材雇用促進事業委託業務 仕様書

１ 事業目的

本県では、あらゆる産業分野で担い手不足が深刻化しており、県内企業が事業の維持・発展を図る

うえで、外国人材の受入れは有効な対策の一つとなっている。

本事業では、将来の高度外国人材として、国内の留学生等が県内企業と交流する機会を設けること

により、留学生等の県内就職につなげる。

２ 業務委託期間 契約締結日から令和８年 12 月 28 日（月）

３ 業務内容

（１）企業及び地域との交流ツアーの開催

ア 開催時期：令和８年７～８月頃

○詳細の日程については、県内高等教育機関及び県と調整する

イ 開催場所及び開催回数：東部地域１回（１日）、西部地域１回（１日）

○目的地まで移動手段として、マイクロバス（１台）を借り上げる

ウ 留学生の募集

○県内高等教育機関に在籍する県内就職を希望する留学生を対象とする

○各地域の定員は 20名程度とする

エ 交流ツアーの企画

○視察先の企業（１日あたり２～３社）の選定・調整：業種が偏らないようにする

○企業の視察にあたっては、入社後の具体的な業務や職場の雰囲気が分かるように工夫する。

また、可能な範囲で代表者に社風や企業目標を話してもらうようにする（５分程度で可）

○企業だけでなく、地域の魅力をＰＲできるよう、観光や郷土料理を楽しむほか、地域の方と交

流できるようなスケジュールとする。

オ 受託者の費用負担（人件費除く）

○目的地までのマイクロバス借上料、留学生の昼食代

（お茶代込みで 1,500 円/人、お茶は土佐茶を使用する）

（２）合同企業説明会（グローバルキャリアフェア 2026in こうち）の開催

ア 留学生等の募集：目標 30 人

○県内外の留学生やＪＥＴプログラム、定住外国人などを対象に広く募集する

イ 高度外国人材を採用する県内企業（採用の検討含む）の選定・調整：目標 15社

○県及び県内高等教育機関と協議のうえ選定する

○留学生等の採用に意欲のある企業を積極的に開拓し、できる限り幅広い業種・職種の企業が参

加できるようにする

ウ 開催時期及び開催回数：令和８年 10 月～令和８年 11月頃の間で１回開催

○県内の留学生等が参加しやすい日程になるよう、県内高等教育機関と連携する

エ 開催方法：対面による開催

○説明会当日に参加企業が使用する備品（パソコン、電源コンセント等）について調査したうえ

で準備する



オ 開催場所：高知会館（予定）

○参加企業及び留学生の参加数や利便性などを考慮し、県と協議のうえ選定する

カ 説明会の構成

○参加する企業や留学生等がともに有益な情報が得られ、満足度の高い内容になるような構成

や運営方法、タイムスケジュールとする

キ 会場の設営、撤去等

○会場借上げや資材の制作・借上げ、会場の設営作業（企業ブースの設置等）、運営スタッフの

手配及び撤去に関する一切の業務を行う

○円滑な会場運営のために必要な備品（案内看板等）について制作し、設置する

ク 説明会当日の運営

○運営（受付、進行管理等）に関する一切の業務を行う

○説明会が円滑かつ安全に実施できるように、十分な数のスタッフを確保する。また、統括責任

者を置き、スタッフに対する必要な指示、監督を行う

○参加する企業や留学生等からの問い合わせに対して迅速に対応する

○留学生等が参加企業の情報を事前に閲覧することができるように、必要に応じて、参加企業の

情報をまとめたパンフレットやガイドブック等、配付資料を作成する

（３）広報

ア チラシの作成

○合同企業説明会の周知と出展申込を兼ねたチラシ（500 部）、交流ツアーと合同企業説明会の

周知と参加申し込みを兼ねた留学生等向けチラシ（200 部）を作成すること

○デザイン、記載内容の詳細及び配布先は県と協議のうえ決定する

○仕様：A4、２ページ（表裏１枚）、カラー、マットコート紙（90 ㎏）

（４）その他

○申込受付及び問い合わせの窓口を設置する。なお、申込状況及び問合せ内容は適宜記録し、県の

求めに応じて随時提出する

※広報のための専用サイトの開設は不要

○進行表や参加者名簿等の運営に必要となる資料を作成し、交流ツアー及び説明会の各開催日ま

でに県に提出する

○効果測定及びニーズ把握のため、参加者に対するアンケートを実施する。なお、アンケートの内

容は受託者が提案のうえ県と協議して作成し、回収したアンケートの回答は集計の上、県に提出

する

（５）業務完了報告

業務完了後、実績報告書を作成し、県に提出する

○交流ツアー及び合同企業説明会の内容、日時、参加者名簿、資料、写真等

○説明会チラシのデータ（PDF 形式）、アンケート集計結果のデータ（PDF 形式等）

※著作権は県に帰属する

○その他県が指示するもの


